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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【公開番号】特開2012-190823(P2012-190823A)
【公開日】平成24年10月4日(2012.10.4)
【年通号数】公開・登録公報2012-040
【出願番号】特願2011-50389(P2011-50389)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４８Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４８Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４８Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月13日(2013.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、上述した液処理装置において、前記液処理部は、前記被処理体に対して複数種別
の前記処理液を選択的に供給するように構成され、前記共通排気路は、前記液処理部にお
いて前記被処理体に対して供給される前記処理液の種別毎に前記液処理部内の雰囲気を排
出する複数の専用共通排気路を有し、前記個別排気路は、対応する前記液処理部と複数の
前記専用共通排気路とを連結するようになっており、前記開閉機構は、前記被処理体に対
して供給される前記処理液の種別に対応する前記専用共通排気路に前記液処理部を切り替
えて連結する流路切替機構を有し、前記専用共通排気路の各々に、外気を取り込む前記外
気取込部が設けられ、前記専用共通排気路の各々に、前記外気取込部から取り込まれる外
気の流量を調整する前記取込量調整弁が設けられ、前記制御部は、前記流路切替機構の各
々の切替状態に基づいて、前記取込量調整弁の各々の開度を制御する、ことが好ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　アウターチャンバ３１にはウエハ搬入出口３１ｅを介して搬送アーム２４（図１参照）
によりウエハＷが搬入出される。このアウターチャンバ３１の底面には、当該アウターチ
ャンバ３１内の雰囲気を液処理ユニット３毎に排出するための個別排気路３５が連結され
ると共に、アウターチャンバ３１の底面に溜まったＤＩＷ液などの液体を排出するための
排水路３６が設けられている。インナーカップ３４には、ウエハＷから飛散してインナー
カップ３４にて受けた薬液を排出する排液路３７が設けられている。また、ウエハ保持機
構３２の内部には薬液供給路３８が形成されており、回転するウエハＷの下面に当該薬液
供給路３８を介して薬液を供給するようになっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、各専用共通排気路６１～６３に、排気ダンパー６４よりも排気方向下流側におい
て、液処理装置１の外部に設けられた排気駆動部１１０が連結されており、各専用共通排
気路６１～６３内を吸引して、各アウターチャンバ３１内の雰囲気を排出し、図示しない
回収設備に送られるようになっている。なお、図３においては、各液処理ユニット３から
の排気の流れを明瞭に示すために模式的に示したものであり、各専用共通排気路６１～６
３の実際の配置を示したものではなく、各専用共通排気路６１～６３の配置は、任意とす
ることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　上述したように、流路切替機構５および取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３には、制御部１０
０が接続されている。この制御部１００は、各流路切替機構５の切替状態に基づいて、各
取込量調整弁Ｖ１１～Ｖ１３の開度を制御するようになっている。例えば、制御部１００
は、第１専用共通排気路６１に連結されている液処理ユニット３の個数が減少するにつれ
て、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を大きくするように、当該第１取込量調整弁Ｖ１１を
制御する。具体的には、第１専用共通排気路６１に５つの個別排気路３５が連結されてい
る場合には、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を第１の開度に調整する。第１専用共通排気
路６１に４つの個別排気路３５が連結されている場合には、第１取込量調整弁Ｖ１１の開
度を第２の開度に調整する。同様にして、第１取込量調整弁Ｖ１１の開度を、３つの個別
排気路３５が連結されている場合には第３の開度に、２つの個別排気路３５が連結されて
いる場合には第４の開度に、１つの個別排気路３５が連結されている場合には第５の開度
に、個別排気路３５がいずれも連結されていない場合には、第６の開度に調整する。ここ
で上述した各開度の関係は、第１の開度＜第２の開度＜第３の開度＜第４の開度＜第５の
開度＜第６の開度となる。このようにして、外気取込部６５から取り込まれる外気の流量
を調整することにより、第１専用共通排気路６１に連結されている液処理ユニット３のア
ウターチャンバ３１からの排気量が変動することを抑制している。また、制御部１００は
、第２取込量調整弁Ｖ１２および第３取込量調整弁Ｖ１３についても、上述した第１取込
量調整弁Ｖ１１と同様にして、それぞれの開度を調整するようになっている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　さらに、本実施の形態においては、アルカリ性薬液としてＳＣ１液を用い、酸性薬液と
してＤＨＦ液を用い、リンス液としてＤＩＷ液を用い、有機系薬液としてＩＰＡ液を用い
る例について説明した。しかしながら、このことに限られることはなく、アルカリ性薬液
としてアンモニア水等を用いても良く、酸性薬液としてＨＦ（フッ化水素）やＳＣ２（塩
酸と過酸化水素水の混合溶液）等を用いても良い。また、リンス液および有機系薬液を含
め、各処理液には一般に使用されている他の処理液を用いても良い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図１】
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